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駐車許可証レイアウト
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～　車中避難に備えて　～

可能な限り、車内をフラットにすることで、快適性の向上とエコノミークラス症候群の予
防に繫がります。
所有する車がどの程度フラットな状態に出来るか、事前に確認しておきましょう。必要
に応じて、クッションや衣類、タオル等でシートの段差を解消したり、足下に飲料水の
箱を置くことで、平らなスペースを確保することが重要です。

○車内のフラット化

出水期においては、暑さも心配される時期と重なるなるため、熱中症を防ぐためにも、
暑さ対策を万全にしておく必要があります。
エアコンを有効に活用するため、必ず事前に給油をしておきましょう。
また、窓を開けて換気することも有効ですが、害虫対策が必須となります。車の窓に
取り付けるネットや、防虫グッズ等を備えておきましょう。
※防犯上の注意が必要です（防犯ブザー等）。

○暑さ対策

【ウインドウネット装着例】

※マグネット等で隙間を塞ぐと、より防虫
性能が高まります。

※携帯型扇風機を併用するとより効果
的です

車中避難は、プライバシー空間が保たれる等、有効な避難方法の１つですが、
少なからず危険を伴うものです。
安全で快適な車中避難が行えるよう事前の準備が重要です。
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水・食料等は必ず持参を！
避難場所の備蓄は絶対に足りません。

洪水等の災害が発生した場合、板倉町においては、長期の避難生活を余儀なく
されることが想定されます。大規模災害時に、被災地に救援物資が届くまで、お
おむね３日程度かかるといわれていますが、町が避難場所に備蓄している物資
は決して十分な量ではありません。
自身や家族の消費する水や食料等は必ず持参して避難してください。
下記の非常時持出品（例）を参考に事前の準備をお願いします。
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板倉町洪水時住民避難計画検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 住民の洪水時における避難計画策定のため、板倉町洪水時住民避難計画検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 洪水時住民避難計画の策定及び運用に関すること。

（２） その他必要と認められる事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者をもって組織し、第７

号から第４１号までに掲げる者については、町長が委嘱する。

（１） 町長

（２） 副町長

（３） 教育長

（４） 総務課長

（５） 産業振興課長

（６） 都市建設課長

（７） 板倉町議会議長

（８） 板倉町議会副議長

（９） 板倉町議会総務文教福祉常任委員長

（１０） 板倉町議会産業建設生活常任委員長

（１１） 板倉町議会予算決算常任委員長

（１２） 板倉町第１行政区長

（１３） 板倉町第２行政区長

（１４） 板倉町第３行政区長

（１５） 板倉町第４行政区長

（１６） 板倉町第５行政区長

（令和 4年 10 月 19 日板倉町告示第 106 号）
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（１７） 板倉町第６行政区長

（１８） 板倉町第７行政区長

（１９） 板倉町第８行政区長

（２０） 板倉町第９行政区長

（２１） 板倉町第１０行政区長

（２２） 板倉町第１１行政区長

（２３） 板倉町第１２行政区長

（２４） 板倉町第１３行政区長

（２５） 板倉町第１４行政区長

（２６） 板倉町第１５行政区長

（２７） 邑楽館林農業協同組合青年部板倉支部長

（２８） 板倉町民生委員児童委員協議会長

（２９） 板倉町民生委員児童委員協議会副会長

（３０） 板倉中学校 PTA 会長

（３１） 板倉西小学校 PTA 会長

（３２） 板倉東小学校 PTA 会長

（３３） 板倉町商工会女性部長

（３４） 板倉町商工会青年部長

（３５） 板倉消防団長

（３６） 板倉消防団副団長

（３７） 板倉町女性防火クラブ連合会長

（３８） 板倉町防災士連絡会長

（３９） 板倉町防災士連絡会副会長

（４０） 板倉町交通指導員隊長

（４１） 板倉町交通指導員副隊長

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第１条に定める避難計画の策定が完了した後、円滑

な計画の運用が可能となるまでの当面の期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの

要件を欠くに至ったときは、委員の職を失い、後任の者を新たに委嘱するものとする。
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（会長及び副会長）

第５条 委員会には、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、町長の職にある者とする。

３ 副会長は、板倉町議会議長及び板倉町行政区長会長の職にある者とする。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

（会議）

第６条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明及び意見を求め

ることができる。

（事務局）

第７条 委員会の事務局は、総務課安全安心係に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定

める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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